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社会保険労務士事務所リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

今回は、定年退職後、嘱

託社員で再雇用されて給

与が下がった場合の、雇

用保険から給付される「高

年齢雇用継続給付金」に

ついて書いていきます。 

みなさまの会社でも 60歳

定年、65歳まで嘱託社員

で継続雇用制度があると

いうところがほとんどでは

ないでしょうか。 

現在、高年齢雇用安定法

の高年齢者の雇用確保措

置（法 9条）で、①定年の

引上げ、②65歳までの継

◆定年退職後、嘱託社員で継続雇用されて 

給与が下がったときの給付金 

 

 

                   

では、定年年齢を 65歳に

引き上げているような会社

の従業員が定年退職した

ときはどうなるのでしょう

か？ 

65歳定年退職後、継続雇

用されて給与額が下がっ

たとしても高年齢雇用継続

給付金は支給されませ

ん。 

高年齢雇用継続給付金は

65歳までが支給要件とな

っているからです。 

しかし、65歳以上の雇用

保険被保険者が退職し

て、失業したら失業給付が

出ないというわけではあり

ません。 

続雇用制度の導入、また

は③定年の定めの廃止の

いずれかの措置を講じな

ければならないことになっ

ているからです。 

60歳定年退職後は、嘱託

社員として労働条件が変

わり、給与額が下がること

があります。 

下がったあとの給与額が、

60歳に達したときに一定

の方法で算定した給与の

75%未満の金額に下がっ

た月には、給付金が支給

されます。65歳に達する

日の属する月まで、支給

対象月ごとに支給されま

す。 

※ただし、それまで雇用保

険被保険者として同一事

業主に雇用された期間 5

年間が必要になります。

（複数の会社の被保険者

期間を通算できる場合もあ

り） 

支給率は給与が 61%未

満に下がったときが最大

で、支給対象月に支払わ

れた給与額の 15%ほどで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一労働同一賃金とは、雇

用形態・就業形態の違いに

よる「不合理な待遇差」を解

消するためのもので、その

考えは派遣労働者と派遣先

の通常の労働者との間にも

求められます。これにより、

２０２０年４月、労働者派遣

法が改正になり、次のいず

れかの待遇決定方式による

派遣労働者の待遇確保が

派遣元事業主に義務化され

ることになりました。 

①【派遣先均等・均衡方式】 

高年齢求職者給付金とい

う 65歳以上の高年齢雇

用保険被保険者のための

失業給付が支給されま

す。 

一般の雇用保険被保険者

が失業してもらう失業給付

よりも給付額は下がります

が、一時金で一定額が支

給されます。 

 

 

現在までに、希望する従業

員が 65歳まで継続雇用さ

れる制度の整備がすすん

でいる現状、同一労働・同

一賃金の推進の観点など 

 

から、「高年齢雇用継続給

付金」の縮小検討の方向性

が見込まれているようで

す。 

今後、65歳以上の高年齢

者の雇用確保もすすめられ

ていくのではないでしょう

か。 

 

 

 

 

1月の労務スケジュール 

～1/31 12月分社会保険料納付 

～1/10 12月分源泉徴収税額・ 

 住民税額の納付 

 ～1/31  給与支払報告書の提出 

 

 

 

tel:03-6709-8919

